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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
演奏者の前方で楽器を支持するマーチングキャリアであって、
　前記演奏者の胴体の前面に当接されるキャリア本体と、
　前記キャリア本体の下部に装着され、前記楽器を支持する支持部材と、
　前記キャリア本体の上部に設けられ、前記演奏者の両肩に沿ってその前後に配置される
フレームと、
　前記フレームに対し回動可能に取着され、前記演奏者の両肩に当接される一対の肩クッ
ションと、
　前記フレームに対し回動可能に取着され、前記演奏者の背中に当接される背中クッショ
ンとを備え、
　前記フレームに対する前記肩クッション及び前記背中クッションの角度が別々に調節可
能であることを特徴とするマーチングキャリア。
【請求項２】
請求項１記載のマーチングキャリアにおいて、
　前記肩クッションは、前記フレームに対し移動可能に取着され、
　前記フレームに対する前記肩クッションの前後方向の取付位置が調節可能であることを
特徴とするマーチングキャリア。
【請求項３】
請求項１記載のマーチングキャリアにおいて、
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　前記フレームは、前記キャリア本体に連結される一対の前フレームと、前記両前フレー
ムの後端に連結される一つの後フレームとからなり、前記後フレームは、前記前フレーム
に対するその位置を調節可能に取着されていることを特徴とするマーチングキャリア。
【請求項４】
請求項３記載のマーチングキャリアにおいて、
　前記後フレームは、前記前フレームに対し回動可能に連結され、
　前記前フレームに対する前記後フレームの角度が調節可能であることを特徴とするマー
チングキャリア。
【請求項５】
請求項１記載のマーチングキャリアにおいて、
　前記肩クッションは、前記フレームに対し横方向に沿って移動可能に取着され、前記フ
レームに対する前記肩クッションの横方向の取付位置が調節可能であることを特徴とする
マーチングキャリア。
【請求項６】
請求項１記載のマーチングキャリアにおいて、
　前記キャリア本体は、前記演奏者の胸に対向する上プレートと、前記支持部材を有する
と共に前記演奏者の腹に対向する下プレートとからなり、前記下プレートは、前記上プレ
ートに対し高さ方向に沿って移動可能に連結され、前記上プレートに対する前記下プレー
トの高さが調節可能であることを特徴とするマーチングキャリア。
【請求項７】
請求項１記載のマーチングキャリアにおいて、
　前記フレームは、前記キャリア本体に対し回動可能に連結され、
　前記キャリア本体に対する前記フレームの角度が調節可能であることを特徴とするマー
チングキャリア。
【請求項８】
請求項１記載のマーチングキャリアにおいて、
　前記各肩クッションは、前記フレームに対し回動可能に取着された肩プレートの裏側に
配置され、前記フレームに対する前記肩プレートの角度を変えることで前記肩クッション
の角度が調節されることを特徴とするマーチングキャリア。
【請求項９】
請求項１記載のマーチングキャリアにおいて、
　前記背中クッションは、前記フレームに対し回動可能に取着された一対の背中プレート
の裏側に配置され、前記フレームに対する前記背中プレートの角度を変えることで前記背
中クッションの角度が調節されることを特徴とするマーチングキャリア。
【請求項１０】
請求項９記載のマーチングキャリアにおいて、
　前記一対の背中プレートは、前記演奏者の胴体の中心線に対し対称となるように配置さ
れていることを特徴とするマーチングキャリア。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マーチングドラム等の楽器を演奏者の前方で支持するマーチングキャリアに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、パレード等では、演奏者が、肩掛け式のマーチングキャリアにより支持された
マーチングドラム等の楽器を演奏する。この場合、演奏者は、停止して楽器を演奏するだ
けでなく、動きを伴いながら演奏することもある。このため、マーチングキャリアには、
演奏者の身体に楽器を確実に支持することが要求される。こうした理由から、楽器を吊り
下げて支持するベルト式のマーチングキャリアではなく、演奏者の両肩に掛けられるフッ
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ク状の肩掛け部と、楽器を支持するプレート部とを一体化したものが主流となっている。
【０００３】
　しかし、一体型のマーチングキャリアの場合、楽器を確実に支持できる反面、ベルト式
のマーチングキャリアのように、肩掛け部が演奏者の身体に沿って変形しない。このため
、マーチングキャリアと演奏者との接触面積を十分に確保できず、楽器の荷重が演奏者の
肩や背中といった特定の箇所に集中し、演奏者への負荷が大きくなるという問題があった
。そこで、演奏者への負荷を小さくするため、演奏者の身体に合わせて肩掛け部の形状や
位置等を調節可能なキャリアが提案されている。例えば、特許文献１には、上プレートと
、上プレートの上端に回動可能に連結されたアームと、上プレートの下端に回動可能に連
結された下プレートとを備えるキャリアが開示されている。特許文献２には、一対の肩掛
け具を備え、両肩掛け具間の距離を変更可能なマーチングキャリアが開示されている。特
許文献３には、フレームの上端に回動可能に連結された一対のストラップを備えたマーチ
ングキャリアが開示されている。特許文献４には、肩掛け用ストラップの長さを変更可能
なマーチングキャリアが開示されている。特許文献５には、背中クッション内にエアを吹
き込むことにより、背中クッションの厚さを変更可能なマーチングキャリアが開示されて
いる。
【特許文献１】米国特許第１１９１４２５号明細書
【特許文献２】米国特許第４７９９６１０号明細書
【特許文献３】米国特許第６３２３４０７号明細書
【特許文献４】米国特許第６８８１８８６号明細書
【特許文献５】米国特許出願公開第２００６／０１８６１５１号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のキャリアにより演奏者が前方で楽器を支持する際、演奏者は、主として、キャリ
アとの接触部分である腹、背中及び肩といった各部位において楽器の荷重を受ける。しか
しながら、上記各文献に開示のキャリアによれば、肩掛け部の角度や位置を調節できるも
のの、演奏者の背中や肩といった部位毎に別々に調節できるように形成されていない。こ
のため、演奏者の背中や肩の形状によっては、これらの部位とキャリアとの接触面積を十
分に確保できないことがある。特に、マーチングキャリアに支持される楽器の重量が大き
い場合、演奏者の背中や肩等の特定の箇所に楽器の荷重が集中し、演奏者への負担が軽減
されないという問題があった。
【０００５】
　本発明は、このような問題に鑑みてなされたものであり、その目的は、演奏者の背中や
肩における特定の箇所に楽器の荷重が集中することを抑止でき、演奏者への負担を軽減す
ることのできるマーチングキャリアを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、演奏者の前方で楽器を支持す
るマーチングキャリアであって、演奏者の胴体の前面に当接されるキャリア本体と、キャ
リア本体の下部に装着され、楽器を支持する支持部材と、キャリア本体の上部に設けられ
、演奏者の両肩に沿ってその前後に配置されるフレームと、フレームに対し回動可能に取
着され、演奏者の両肩に当接される一対の肩クッションと、フレームに対し回動可能に取
着され、演奏者の背中に当接される背中クッションとを備え、フレームに対する肩クッシ
ョン及び背中クッションの角度が別々に調節可能であることを要旨とする。
【０００７】
　同構成によれば、演奏者の肩や背中の形状に合わせて、フレームに対する肩クッション
の角度と背中クッションの角度とを別々に調節することができる。これにより、演奏者の
身体と肩クッション及び背中クッションとの接触面積を十分に確保することができる。よ
って、演奏者がその前方で楽器を支持する場合、演奏者の肩や背中における特定の箇所に
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楽器の荷重が集中することを抑止でき、演奏者への負担を軽減することができる。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、請求項１記載の発明において、肩クッションは、フレームに
対し移動可能に取着され、フレームに対する肩クッションの前後方向の取付位置が調節可
能であることを要旨とする。
【０００９】
　同構成によれば、演奏者の肩の位置に合わせて、フレームに対する肩クッションの前後
方向の取付位置を調節することができる。これにより、演奏者の肩と肩クッションとの接
触面積を十分に確保することが容易になる。
【００１０】
　請求項３に記載の発明は、請求項１記載の発明において、フレームは、キャリア本体に
連結される一対の前フレームと、両前フレームの後端に連結される一つの後フレームとか
らなり、後フレームは、前フレームに対するその位置を調節可能に取着されていることを
要旨とする。
【００１１】
　同構成によれば、演奏者の体型に合わせて、前フレームに対する後フレームの前後方向
の取付位置を調節することで、フレームの前方への出っ張りを小さく抑えることができる
。これにより、演奏者がマーチングキャリアを装着して、更にその上から衣服を着用した
ときの見栄えを向上させることができる。
【００１２】
　請求項４に記載の発明は、請求項３記載の発明において、後フレームは、前フレームに
対し回動可能に連結され、前フレームに対する後フレームの角度が調節可能であることを
要旨とする。
【００１３】
　同構成によれば、演奏者の体型に合わせて、前フレームに対する後フレームの角度を調
節することで、フレームの前方への出っ張りを更に小さく抑えることができる。これによ
り、演奏者がマーチングキャリアを装着して、更にその上から衣服を着用したときの見栄
えをより一層向上させることができる。
【００１４】
　請求項５に記載の発明は、請求項１記載の発明において、肩クッションは、フレームに
対し横方向に沿って移動可能に取着され、フレームに対する肩クッションの横方向の取付
位置が調節可能であることを要旨とする。
【００１５】
　同構成によれば、演奏者の肩幅の大きさに合わせて、フレームに対する肩クッションの
横方向の取付位置を調節することができる。これにより、演奏者の肩と肩クッションとの
接触面積を確保することが一層容易になる。
【００１６】
　請求項６に記載の発明は、請求項１記載の発明において、キャリア本体は、演奏者の胸
に対向する上プレートと、支持部材を有すると共に演奏者の腹に対向する下プレートとか
らなり、下プレートは、上プレートに対し高さ方向に沿って移動可能に連結され、上プレ
ートに対する下プレートの高さが調節可能であることを要旨とする。
【００１７】
　同構成によれば、演奏者の肩に対する腹の位置に合わせて、下プレートの高さを調節す
ることができる。
　請求項７に記載の発明は、請求項１記載の発明において、フレームは、キャリア本体に
対し回動可能に連結され、キャリア本体に対するフレームの角度が調節可能であることを
要旨とする。
【００１８】
　同構成によれば、演奏者の体型に合わせて、キャリア本体に対するフレームの角度を調
節することで、マーチングキャリアの前後方向の幅を調節することができる。これにより
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、演奏者の胴体とマーチングキャリアとの間の隙間を極力小さく抑えることができ、演奏
者に対するマーチングキャリアのフィット感を向上させることができる。
【００１９】
　請求項８に記載の発明は、請求項１記載の発明において、各肩クッションは、フレーム
に対し回動可能に取着された肩プレートの裏側に配置され、フレームに対する肩プレート
の角度を変えることで肩クッションの角度が調節されることを要旨とする。
【００２０】
　同構成によれば、肩プレートによって、肩クッションの角度を容易に調節できると共に
、肩クッションの角度を確実に維持することもできる。
　請求項９に記載の発明は、請求項１記載の発明において、背中クッションは、フレーム
に対し回動可能に取着された一対の背中プレートの裏側に配置され、フレームに対する背
中プレートの角度を変えることで背中クッションの角度が調節されることを要旨とする。
【００２１】
　同構成によれば、背中プレートによって、背中クッションの角度を容易に調節すること
ができると共に、背中クッションの角度を確実に維持することもできる。
　請求項１０に記載の発明は、請求項９記載の発明において、一対の背中プレートは、演
奏者の胴体の中心線に対し対称となるように配置されていることを要旨とする。
【００２２】
　同構成によれば、演奏者の背骨の位置を避けて背中プレートの位置が設定されるため、
演奏者への負担を軽減できると共に、マーチングキャリアを装着したときの違和感を軽減
することもできる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、演奏者の背中や肩において特定の箇所に楽器の荷重が集中することを
抑止でき、演奏者への負担を軽減することのできるマーチングキャリアを提供することが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、本発明を具体化した一実施形態について、図１～図９を参照して説明する。
　図１及び図２に示すように、マーチングキャリア１０は、演奏者Ｐの胴体の前面を覆う
キャリア本体１１と、演奏者Ｐの両肩に沿って前後に掛けられるフレーム５１とを備えて
いる。キャリア本体１１の下部には、マーチングドラム等の打楽器Ｄを支持する支持部材
としての一対のロッド１２が取着されている。各ロッド１２の下端部には、打楽器Ｄを取
り付けるためのフック１２ａが設けられている。打楽器Ｄの側面には、各ロッド１２のフ
ック１２ａが固定される固定部（図示せず）が備えられている。
【００２５】
　図２及び図３に示すように、キャリア本体１１は、上プレート４０、下プレート２０、
及び下プレート２０の裏面に取着されたクッション部材２２を備えている。下プレート２
０は、金属や樹脂等の剛性を有する板材によって形成されている。下プレート２０は、演
奏者Ｐの腹に対向する略楕円状の腹部２３と、腹部２３から上方に突出する連結部２４と
を有している。腹部２３は、演奏者Ｐの腹の形状に合わせて湾曲するように形成されてい
る。
【００２６】
　腹部２３の前面には、一対のロッド１２を保持する一対のロッドホルダ２６が取着され
ている。各ロッドホルダ２６は、下プレート２０の裏面から複数の固定孔２３ａにそれぞ
れ挿入された複数の螺子２５によって固定されている。各ロッドホルダ２６の中央には、
ロッド１２の上端部が挿入される縦孔２６ａが設けられている。各ロッド１２は、ロッド
ホルダ２６の前方から挿入されたボルト２７をナット２９に締め付けることで、押え部材
２８を介してロッドホルダ２６に保持される。一対のロッド１２は、ロッドホルダ２６に
保持された状態で、下プレート２０の腹部２３の両側部に固定されている。クッション部
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材２２は、演奏者Ｐの腹と接する部分である。クッション部材２２は、スポンジやポリウ
レタン等の材料からなり、略楕円形状を有している。
【００２７】
　下プレート２０は、連結部２４において、４本のボルト３１、ワッシャプレート３２及
びナットプレート３３によって、上プレート４０の下部に連結されている。下プレート２
０の連結部２４と上プレート４０との間には、四角板状のスペーサ３４が介装されている
。ワッシャプレート３２及びスペーサ３４には、各ボルト３１が挿通される挿通孔３２ａ
、３４ａがそれぞれ設けられている。また、ナットプレート３３には、各ボルト３１の先
端と螺合する螺旋孔３３ａが設けられている。
【００２８】
　上プレート４０は、下プレート２０と同じく、金属板や樹脂等の剛性を有する板材によ
って形成されている。上プレート４０には、下端から中央にかけて延びる一対の溝４０ａ
が設けられている。上プレート４０の前方から４本のボルト３１がワッシャプレート３２
の挿通孔３２ａ、上プレート４０の溝４０ａ、スペーサ３４及び連結部２４の各挿通孔３
４ａ、２４ａの順に挿通されてナットプレート３３の螺旋孔３３ａに締め付けられる。こ
れにより、下プレート２０は、上プレート４０に対して移動不能に連結される。一方、各
ボルト３１を緩めることで、上プレート４０の両溝４０ａ内でボルト３１が移動可能にな
る。これにより、下プレート２０は、上プレート４０に対し高さ方向に沿って移動可能に
なり、上プレート４０に対する下プレート２０の高さを調節することができる。
【００２９】
　フレーム５１は、上プレート４０に連結される一対の前フレーム５３と、両前フレーム
５３の後端を繋ぐ後フレーム５４とからなる。各前フレーム５３は、金属棒によってＵ字
状に形成され、前端と後端とにおいて内方に向けてそれぞれ曲げられている。後フレーム
５４も、金属棒によってＵ字状に形成され、両端部において前方に向けてそれぞれ曲げら
れている。各前フレーム５３は、前端部において、フレームホルダ４１を介して、上プレ
ート４０に対し回動可能に連結されている。また、各前フレーム５３は、後端部において
、ヒンジ５５を介して、後フレーム５４に対し回動可能に連結されている。つまり、後フ
レーム５４は、その両端部において、一対のヒンジ５５を介して、両前フレーム５３に対
し回動可能に連結されている。本実施形態において、フレーム５１は、演奏者Ｐの両肩に
掛けられる略環状の肩掛け部として構成されている。
【００３０】
　フレーム５１を保持する一対のフレームホルダ４１は、上プレート４０の後方から挿入
された複数の螺子４２によって、上プレート４０に対しそれぞれ固定されている。図６に
示すように、各フレームホルダ４１は、フレーム５１の前端が挿入される第１横孔４１ａ
と、第１横孔４１ａから下方に開口したスリット４１ｂと、ボルト４３が挿入される第２
横孔４１ｃとを有している。また、フレームホルダ４１の裏側には凹部が設けられ、この
凹部に、ボルト４３と螺合するナット４４が収納されている。フレームホルダ４１の前方
から挿入されたボルト４３をナット４４に締め付けることで、フレームホルダ４１の第１
横孔４１ａの径が小さくなり、フレーム５１の前端がフレームホルダ４１に締め付けられ
る。これにより、フレーム５１が上プレート４０に対し回動不能に連結され、キャリア本
体１１に対するフレーム５１の角度が固定される。一方、各ボルト４３を緩めることで、
フレームホルダ４１による締め付けが解除され、フレーム５１が上プレート４０に対し回
動可能になり、キャリア本体１１に対するフレーム５１の角度を調節することができる。
本実施形態において、フレーム５１は、演奏者Ｐの両肩に掛けられる略環状の肩掛け部と
して構成されている。
【００３１】
　図７に示すように、各ヒンジ５５は、前フレーム５３の後端が挿入される第１横孔５５
ａと、後フレーム５４の前端が挿入される第２横孔５５ｂと、第１横孔５５ａから前方に
開口されるスリット５５ｃと、ボルト５６が挿入される第１縦孔５５ｄと、スプリングピ
ン５７が挿入される第２縦孔５５ｅとを有している。後フレーム５４は、ヒンジ５５の上
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方から挿入されたスプリングピン５７によって第２横孔５５ｂに固定されている。ヒンジ
５５の裏側には凹部が設けられ、この凹部に、ボルト５６と螺合するナット５８が収納さ
れている。ヒンジ５５の上方から挿入されたボルト５６をナット５８に締め付けることで
、ヒンジ５５の横孔５５ａの径が小さくなり、各前フレーム５３が対応するヒンジ５５に
締め付けられる。これにより、後フレーム５４が前フレーム５３に対し回動不能に連結さ
れ、前フレーム５３に対する後フレーム５４の角度が固定される。一方、各ボルト５６を
緩めることで、各ヒンジ５５による締め付けが解除され、後フレーム５４が前フレーム５
３に対し回動可能になり、前フレーム５３に対する後フレーム５４の角度を調節すること
ができる。
【００３２】
　図４及び図５に示すように、前記後フレーム５４は、各ヒンジ５５から斜め後方に延び
る一対の第１フレーム部５４ａと、両第１フレーム部５４ａを繋ぐ第２フレーム部５４ｂ
とを有している。後フレーム５４の各第１フレーム部５４ａには、略楕円状の肩プレート
６２が、クランプ６０によってそれぞれ取着されている。肩プレート６２は、金属や樹脂
等の剛性を有する板材からなり、演奏者Ｐの肩の形状に合わせて湾曲されている。肩プレ
ート６２は、第１フレーム部５４ａを挟む両側に一対の長孔６２ａを有している。両長孔
６２ａは、第１フレーム部５４ａの中心と直交する方向に延びている。
【００３３】
　図７及び図８に示すように、各クランプ６０は、後フレーム５４を保持する断面Ｕ字状
の保持部６０ａと、保持部６０ａから外方にそれぞれ延びる一対の固定片６０ｂとを含む
。固定片６０ｂの中央には、ボルト８０が挿通される挿通孔６０ｃが設けられている。各
肩プレート６２の裏側には、肩クッション６１が、クッションベース６９を介して配置さ
れている。各肩クッション６１は、ポリウレタンやスポンジ等の弾性材料により形成され
ている。クッションベース６９は、ゴム等の可撓性を有する材料からなり、後フレーム５
４の軸線に沿って略Ｕ字状に延びている。クッションベース６９は、肩プレート６２及び
背中プレート７２の位置の自由度を有しつつ、両プレート６２，７２の位置を決めるため
のものである。各肩クッション６１は、クッションベース６９の両端部の裏面にそれぞれ
接着されると共に、肩プレート６２により演奏者Ｐの肩に対し当てがわれるように設けら
れている。また、肩クッション６１及びクッションベース６９において、各肩プレート６
２の各長孔６２ａと対応する位置に、挿通孔６１ａ、６９ａがそれぞれ設けられている。
【００３４】
　肩プレート６２の上方からクランプ６０の固定片６０ｂを介して挿入されたボルト８０
を肩クッション６１の挿通孔６１ａ内のナット８１に締め付けることで、肩プレート６２
、肩クッション６１及びクッションベース６９が一体化されると共に、後フレーム５４の
第１フレーム部５４ａに対する肩クッション６１の角度が固定される。一方、各ボルト８
０を緩めることで、各肩プレート６２が、後フレーム５４の第１フレーム部５４ａに対し
て回動可能になる。この場合、肩クッション６１も第１フレーム部５４ａに対して回動可
能になるため、演奏者Ｐの肩の傾斜に合わせて、第１フレーム部５４ａに対する肩クッシ
ョン６１の角度が調節される。つまり、肩プレート６２の角度を変えることで、肩プレー
ト６２と一体になって肩クッション６１の角度が調節される。
【００３５】
　また、この状態では、肩プレート６２の長孔６２ａ内でボルト８０が移動可能になり、
肩プレート６２が第１フレーム部５４ａに対し横方向、即ち、図８に示す演奏者Ｐの首か
ら腕に向かう肩の傾斜方向に沿って移動可能になる。この場合、肩プレート６２と共に肩
クッション６１も移動可能になるため、演奏者Ｐの肩幅に合わせて、第１フレーム部５４
ａに対する肩クッション６１の横方向の取付位置が調節される。更に、この状態では、肩
プレート６２が第１フレーム部５４ａに沿って移動可能になる。この場合も、肩プレート
６２と共に肩クッション６１も移動可能になるため、演奏者Ｐの肩の位置に合わせて、第
１フレーム部５４ａに対する肩プレート６２の前後方向の取付位置も調節される。
【００３６】
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　図４及び図５に示すように、後フレーム５４の第２フレーム部５４ｂには、一対の背中
プレート７２がクランプ６０によって取着されている。背中プレート７２は、肩プレート
６２と同じく、金属や樹脂等の剛性を有する板材からなり、演奏者Ｐの背中の形状に合わ
せて湾曲されている。背中プレート７２は、第２フレーム部５４ｂを挟む両側に一対の挿
通孔７２ａを有している。各背中プレート７２は、演奏者Ｐの身体の中心線Ｏに対し対称
に、かつ、隣接する背中プレート７２との間に所定の距離を置いて配置されている。両背
中プレート７２の裏側には、背中クッション７１がクッションベース６９を介して配置さ
れている。背中クッション７１は、肩クッション６１と同じく、ポリウレタンやスポンジ
等の弾性材料からなり、肩クッション６１よりも横長な略楕円形状を有している。背中ク
ッション７１は、クッションベース６９の中央部の裏面に接着されると共に、両背中プレ
ート７２により演奏者Ｐの背中に対し当てがわれるように設けられている。
【００３７】
　図９に示すように、背中クッション７１及びクッションベース６９においても、背中プ
レート７２の挿通孔７２ａと対応する位置に、挿通孔７１ａ、６９ａがそれぞれ設けられ
ている。背中プレート７２の後方からクランプ６０の固定片６０ｂを介して挿入されたボ
ルト８２を背中クッション７１の挿通孔７１ａ内のナット８３に締め付けることで、背中
プレート７２、背中クッション７１及びクッションベース６９が一体化されると共に、後
フレーム５４の第２フレーム部５４ｂに対する背中クッション７１の角度が固定される。
一方、各ボルト８２を緩めることで、各背中プレート７２が、後フレーム５４の第２フレ
ーム部５４ｂに対して回動可能になる。この場合、背中クッション７１も第２フレーム部
５４ｂに対して回動可能になるため、演奏者Ｐの首から臀部に向かう背中の傾斜に合わせ
て、第２フレーム部５４ｂに対する背中クッション７１の角度も調節される。つまり、背
中プレート７２の角度を変えることで、背中プレート７２と一体になって背中クッション
７１の角度が調節される。
【００３８】
　本実施形態によれば、以下のような効果を得ることができる。
　（１）各肩クッション６１は、後フレーム５４の第１フレーム部５４ａに対して回動可
能に取着され、背中クッション７１は、後フレーム５４の第２フレーム部５４ｂに対して
回動可能に取着されている。この場合、演奏者Ｐの肩や背中の形状に合わせて、フレーム
５１に対する肩クッション６１の角度と背中クッション７１の角度とを別々に調節するこ
とができる。これにより、演奏者Ｐの身体と肩クッション６１及び背中クッション７１と
の接触面積を十分に確保することができる。よって、演奏者Ｐがその前方で打楽器Ｄを支
持する場合、演奏者Ｐの肩や背中における特定の箇所に打楽器Ｄの荷重が集中することを
抑止でき、演奏者Ｐへの負担を軽減することができる。
【００３９】
　（２）肩クッション６１は、後フレーム５４の第１フレーム部５４ａに対して移動可能
に取着されている。この場合、演奏者Ｐの肩の位置に合わせて、フレーム５１に対する肩
クッション６１の前後方向の取付位置を調節することができる。これにより、演奏者Ｐの
肩と肩クッション６１との接触面積を十分に確保することが容易になる。
【００４０】
　（３）フレーム５１は、一対の前フレーム５３と後フレーム５４とからなり、後フレー
ム５４は、両前フレーム５３に対し回動可能に連結されている。この場合、演奏者Ｐの体
型に合わせて、前フレーム５３に対する後フレーム５４の角度を調節することで、フレー
ム５１の前方への出っ張りを更に小さく抑えることができる。これにより、演奏者Ｐがマ
ーチングキャリア１０を装着して、更にその上から衣服を着用したときの見栄えをより一
層向上させることができる。
【００４１】
　（４）肩プレート６２は、後フレーム５４の第１フレーム部５４ａに対し横方向に沿っ
て移動可能に取着されている。この場合、演奏者Ｐの肩幅の大きさに合わせて、フレーム
５１に対する肩クッション６１の横方向の取付位置を調節することができる。これにより
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、演奏者Ｐの肩と肩クッション６１との接触面積を確保することが一層容易になる。
【００４２】
　（５）下プレート２０は、上プレート４０に対し高さ方向に沿って移動可能に連結され
ている。この場合、演奏者Ｐの肩に対する腹の位置に合わせて、下プレート２０の高さを
調節することができる。これにより、演奏者Ｐの腹や肩や背中といった特定の部位に打楽
器Ｄの荷重が集中することを抑止でき、演奏者Ｐへの負担をより一層軽減することができ
る。
【００４３】
　（６）フレーム５１は、キャリア本体１１の上プレート４０に対し回動可能に連結され
ている。この場合、演奏者Ｐの体型に合わせて、キャリア本体１１に対するフレーム５１
の角度を調節することで、マーチングキャリア１０の前後方向の幅を調節することができ
る。これにより、演奏者Ｐの胴体とマーチングキャリア１０との間の隙間を極力小さく抑
えることができ、演奏者Ｐに対するマーチングキャリア１０のフィット感を向上させるこ
とができる。
【００４４】
　（７）肩クッション６１は、フレーム５１に対して回動可能に取着された肩プレート６
２の裏側に配置され、フレーム５１に対する肩プレート６２の角度を変えることで肩クッ
ション６１の角度が調節される。この場合、肩プレート６２によって、肩クッション６１
の角度を容易に調節できると共に、肩クッション６１の角度を確実に維持することもでき
る。
【００４５】
　（８）背中クッション７１は、フレーム５１に対して回動可能に取着された背中プレー
ト７２の裏側に配置され、フレーム５１に対する背中プレート７２の角度を変えることで
背中クッション７１の角度が調節される。この場合、背中プレート７２によって、背中ク
ッション７１の角度を容易に調節することができると共に、背中クッション７１の角度を
確実に維持することもできる。
【００４６】
　（９）各背中プレート７２は、演奏者Ｐの胴体の中心線Ｏに対し対称となるように配置
されている。この場合、演奏者Ｐの背骨の位置を避けて各背中プレート７２の位置が設定
されるため、演奏者Ｐへの負担を軽減できると共に、マーチングキャリア１０を装着した
ときの違和感を軽減することもできる。
【００４７】
　なお、上記実施形態は以下のように変更してもよい。
　・本実施形態において、前フレーム５３と後フレーム５４との連結構造を以下のように
変更してもよい。例えば、後フレーム５４を前フレーム５３に対して移動可能に取着し、
前フレーム５３に対する後フレーム５４の前後方向の連結位置を調節できるようにしても
よい。この場合、演奏者Ｐの体型に合わせて、前フレーム５３に対する後フレーム５４の
前後方向の連結位置を調節することで、フレーム５１の前方への出っ張りを小さく抑える
ことができる。これにより、演奏者Ｐがマーチングキャリア１０を装着して、更にその上
から衣服を着用したときの見栄えを更に向上させることができる。また、演奏者Ｐの胴体
とマーチングキャリア１０との間の隙間を更に極力抑えることもでき、演奏者Ｐに対する
マーチングキャリア１０のフィット感を一層向上させることもできる。
【００４８】
　・本実施形態において、また、肩クッション６１及び肩プレート６２は、各ボルト８０
を締め付けることで後フレーム５４の第２フレーム部５４ａに対し固定されていたが、後
フレーム５４の第２フレーム部５４ａに対し常に回動可能に取着されていてもよい。同様
に、背中クッション７１及び背中プレート７２についても、各ボルト８２を締め付けるこ
とで後フレーム５４の第２フレーム部５４ｂに対し固定されていたが、後フレーム５４の
第２フレーム部５４ｂに対し常に回動可能に取着されていてもよい。この場合、演奏者Ｐ
がマーチングキャリア１０を着脱する際、背中プレート７２は、クッションベース６９に
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【００４９】
　・本実施形態において、背中クッション７１の数を２つ以上に変更してもよい。また、
背中クッション７１の数に応じて、又は背中クッション７１の数に関係なく、背中プレー
ト７２の数を変更してもよい。
【００５０】
　・本実施形態において、後フレーム５４は、前フレーム５３と一体化されていてもよい
。
　・本実施形態において、下プレート２０は、上プレート４０と一体化されていてもよい
。
【００５１】
　・本実施形態において、フレーム５１は、キャリア本体１１と一体化されていてもよい
。
　・本実施形態において、マーチングキャリア１０を、打楽器Ｄ以外の楽器を支持するも
のに適用してもよい。また、マーチングキャリア１０に装着される楽器の種類及び個数に
応じて、支持部材としてのロッド１２を形状や個数などを適宜変更してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本実施形態のマーチングキャリアを演奏者が装着した状態を示す平面図。
【図２】マーチングキャリアの全体を示す斜視図。
【図３】マーチングキャリアのキャリア本体を分解して示す斜視図。
【図４】マーチングキャリアの後フレームを拡大して示す部分斜視図。
【図５】マーチングキャリアの後フレームを拡大して示す部分平面図。
【図６】マーチングキャリアのキャリア本体の動作を示す説明図。
【図７】図５の７－７線に沿った断面図。
【図８】図５の８－８線に沿った断面図。
【図９】図５の９－９線に沿った断面図。
【符号の説明】
【００５３】
　Ｏ…中心線、Ｄ…楽器、Ｐ…演奏者、１０…マーチングキャリア、１１…キャリア本体
、１２…ロッド（支持部材）、２０…下プレート、４０…上プレート、５１…フレーム、
５３…前フレーム、５４…後フレーム、６１…肩クッション、６２…肩プレート、７１…
背中クッション、７２…背中プレート。
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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